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令和６年１月19日（金曜日）

午前９時57分開会

会議に付した案件

○概要説明

教育委員会、総合政策部

１．学校施設の整備状況等について

２．学校における防災に関する取組状況等に

ついて

３．令和５年度新規事業（特別支援学校防災

設備整備事業（６月補正））について

○協議事項

１．委員会報告書骨子（案）について

２．次回委員会について

３．その他

出 席 委 員（12人）

委 員 長 坂 本 康 郎

副 委 員 長 荒 神 稔

委 員 山 下 博 三

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 武 田 浩 一

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 安 田 厚 生

委 員 内 田 理 佐

委 員 山 口 俊 樹

委 員 工 藤 隆 久

委 員 松 本 哲 也

委 員 図 師 博 規

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 黒 木 淳一郎

副 教 育 長 小 牧 直 裕

教 育 次 長
奥 村 昌 美

（教育政策担当）

教 育 次 長
佐々木 孝 弘

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 久 保 範 通

財 務 福 利 課 長 畑 中 道 一

人権同和教育課長 永 井 敬 雄

特別支援教育課長 横 山 貢 一

総合政策部

みやざき文化振興課長 堀 尚 子

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 唐 﨑 吉 彦

○坂本委員長 それでは、ただいまから防災減

災・県土強靭化対策特別委員会を開会いたしま

す。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程案を御覧ください。

本日は、教育委員会と総合政策部に御出席い

ただき、概要説明を受けた後に質疑を行いたい

と思います。

その後、委員会報告書の骨子案について御協

議いただきたいと思いますが、このように取り

進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂本委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前９時58分休憩
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午前10時０分再開

○坂本委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

本日は教育委員会と総合政策部においでいた

だきました。執行部の皆さんの紹介につきまし

ては、お手元に配付の配席表に代えさせていた

だきます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○黒木教育長 おはようございます。教育委員

会でございます。よろしくお願いいたします。

委員の皆様方には、日頃から本県教育の振興

・充実のために御指導・御支援を賜っておりま

して、心からお礼を申し上げます。本当にあり

がとうございます。

さきの能登半島地震では学校が避難所となり、

また、中学生が集団避難をするなど、子供たち

の生活にも大きな影響が出ております。

学校のほうからは、児童会などを中心に、募

金活動を始めたなどという主体的な取組も伝

わってきておりまして、その辺りは心強くも思っ

ておりますが、中学生の避難につきましては、

私も大変心を痛めているところでございます。

本県で同様の災害が発生した際、子供たちへ

の影響を少しでも抑えられるよう、県教育委員

会といたしましても、しっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。

それでは、説明に入らせていただきます。

お手元の防災減災・県土強靭化対策特別委員

会資料の２ページ目、目次を御覧ください。

本日、説明をさせていただきます事項は、学

校施設の整備状況等について、学校における防

災に関する取組状況等について、令和５年度新

規事業、特別支援学校防災設備整備事業（６月

補正）についてであります。

私のほうからの説明は以上でありまが、内容

につきましては、引き続き関係課長が御説明申

し上げますので、よろしくお願いいたします。

○畑中財務福利課長 財務福利課でございます。

学校施設の整備状況等について御説明いたし

ます。

資料の３ページをお願いいたします。

なお、本資料は私立学校の内容も含みますの

で、みやざき文化振興課と合同で作成しており

ますが、財務福利課のほうから説明させていた

だきます。

まず、（１）の耐震化についてであります。

①現状でありますが、構造体の耐震化につき

ましては、中ほどの左側Ａ表にありますとおり、

公立小中学校は令和３年度に、県立学校は平成25

年度に100％となり完了しております。

私立学校につきましては、各学校の経営計画

など将来の方向性を踏まえて耐震化が進められ

ておりまして、令和５年４月１日現在で95.5％

となっております。

また、構造体の耐震化に併せて、非構造部材

の耐震化にも取り組んでおります。

非構造部材の耐震化とは、表の上に米印で例

示しておりますが、つり天井の落下防止をはじ

め、窓ガラスの飛散防止や設備器具の転倒・落

下防止などを対象としております。

そのうち、代表的な屋内運動場のつり天井の

耐震化については、中ほどの右側Ｂ表に示して

おりまして、公立小中学校は100％、私立学校は80

％となっております。

なお、県立学校については、耐震対策として、

つり天井の撤去等を行った結果、現在、つり天

井を有する屋内運動場はございません。

②今後の対策でありますが、県立学校では、

屋内運動場のつり天井以外の非構造部材の耐震

化をさらに進めてまいります。
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また、公立小中学校につきましても、非構造

部材の耐震化を推進するために、市町村への情

報提供や必要な助言に努めてまいります。

私立学校につきましては、県から各学校法人

に対し、耐震化の必要性について啓発を行うな

ど、働きかけを行うこととしております。

続きまして、４ページを御覧ください。

（２）の避難所の指定及び整備についてであ

ります。

①現状でありますが、まず、避難所の指定状

況につきましては、中ほどの左側Ａ表にありま

すとおり、公立小中学校が直近の令和４年12月

１日現在で357校中299校、令和６年１月１日現

在で、県立学校が50校中33校、私立高校が15校

中８校が避難所として指定されております。

実際、今回の能登半島地震でも学校が避難所

として活用されているようです。改めて、学校

施設は子供たちの学習・生活の場であるととも

に、災害時には地域住民の避難所等としての役

割も果たすため、その安全性の確保と防災機能

の強化は極めて重要であると認識したところで

あります。

次に、避難所の整備状況につきましては、中

ほどの右側Ｂ表にありますとおり、令和６年１

月１日現在で避難所に指定されている県立学

校33校のうち、管理棟は出入口のスロープを33

校、多目的トイレを28校整備しております。ま

た、体育館は出入口のスロープを31校、多目的

トイレを25校整備しております。

ＡＥＤにつきましては、33校全てに設置して

おりまして、太陽光発電設備は６校に設置して

おります。

私立高校８校につきましては、そのうち、管

理棟は出入口のスロープを５校、多目的トイレ

を６校整備しております。また、体育館は出入

口のスロープを３校、多目的トイレを１校整備

しております。

ＡＥＤにつきましては、８校全てに設置して

おり、太陽光発電設備は２校に設置しておりま

す。

また、表の２行上に記載しておりますけれど

も、県立学校につきましては、市町村が整備す

る備蓄とは別に、災害時に帰宅困難となった生

徒用として、29校に簡易トイレ、24校に飲料

水、23校に非常食の備蓄を行っております。

②今後の対策でありますが、県立学校につき

ましては、災害時の避難所としての役割を念頭

に施設の整備を行うほか、既存の空き教室や倉

庫などの備蓄倉庫への活用に協力するなど、引

き続き市町村の危機管理部局と連携を図ってま

いります。

財務福利課の説明は、以上であります。

○永井人権同和教育課長 人権同和教育課でご

ざいます。

２、学校における防災に関する取組状況等に

ついて御説明をさせていただきます。

資料の５ページを御覧ください。

県教育委員会では、防災教育に関する取組と

しまして、①学校と地域がつながる安全教育推

進事業に取り組んでおります。

令和５年度は、延岡市をモデル地域とし、延

岡工業高校、延岡市立南中学校を安全教育推進

校に指定して、防災・減災教育を推進しており

ます。

指定を受けましたモデル地域は、ｂにありま

すように、学校安全連絡協議会を設置し、自治

会や警察などの関係機関と、学校と地域の連携

の在り方や避難訓練の工夫・改善等について協

議を行っております。

今年度推進校の延岡工業高校では、地域の住
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民との合同避難訓練や、陸上自衛隊都城駐屯地

より自衛隊を招き、講話や災害救助訓練見学等

を実施いたしました。

また、ｃにありますように、推進校の代表生

徒及び職員による学校安全実践地域訪問では、

東日本大震災の被災地である宮城県石巻市等を

訪問し、そこで見たり感じたりしたことを自校

の生徒に伝えるなどして、生徒や教職員の防災

への関心を高める取組も行っております。

本年度は、11月に、石巻市、仙台市の震災遺

構の視察及び全校で２校しかない災害科学科を

設置している宮城県多賀城高校を訪問し、ワー

クショップを通じて生徒間交流や市内の被災地

を巡るまち歩きを体験しております。

さらに、②高校生防災・学校安全研修では、

学校の防災意識を高めることを目的に、全県立

学校の代表生徒と学校安全推進リーダー等の教

職員を対象に実施しております。

本年度は、ＮＰＯ法人宮崎県防災士ネットワ

ークの防災士を講師に迎え、地域の特性を踏ま

えた防災・安全教育について講演をしていただ

き、その後、私たちができる学校安全への取組

と課題について協議を行いました。

次に、（２）の防災に係る教職員の育成に関す

る取組について説明をいたします。

まず、全ての県立学校に、防災教育の中心的

な役割を担う人材として、防災士資格を持つ教

職員が１名以上在籍し、各学校における防災教

育の充実を図っております。

各県立学校へは、毎年４月に防災士資格取得

調査を行い、定期異動等で防災士が不在となっ

た学校につきましては、防災士取得に必要とな

る経費を負担し、防災士の養成を行っておりま

す。

また、資料の６ページになります。

②の学校における安全教育担当者の資質向上

を目的とする学校安全指導者研修会では、全て

の校種の学校の教職員等を対象とした研修を実

施しており、さきに述べました安全教育推進校

の指定を受けた学校の成果の報告や、専門家に

よる講演を実施しております。

さらに、県立学校については、③にあります

ように、各学校の安全教育推進リーダーを対象

とした研修会を行っており、各学校における安

全教育推進の中核となるリーダーの養成と専門

性の向上を図っております。

現在、文部科学省では、包括的かつ協働的な

学校安全の推進を目標としたセーフティプロモ

ーションスクールの取組を推進しておりますが、

本県におきましてもこの考え方を取り入れた学

校安全の構築のために、本県で開催されるセー

フティプロモーションスクール推進員養成セミ

ナーへの先生方の受講も推進しております。

（３）の緊急地震速報の受信につきましては、

気象庁が発表する緊急地震速報を、受信端末で

利用者の場所に応じた予報を受信することがで

きるもので、現在は、専用受信端末のほか、テ

レビやラジオ、携帯電話などの様々な端末によっ

て受信することができます。

本県の各学校では、緊急地震速報を携帯電話、

防災行政無線、防災ラジオ、テレビやパソコン

などの緊急地震速報受信システムにより、全て

の校種で100％受信しております。

防災教育における今後の取組につきましては、

教職員の学校安全に対する取組や意識を変える

ために、学校安全の中核としての役割を担うリ

ーダーの資質向上について継続して取り組んで

まいります。

また、先日、最大震度７の令和６年能登半島

地震が発生いたしましたが、本県の各学校にお
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きましても、今後発生が懸念される大規模災害

に備え、引き続き、家庭や地域住民、警察・消

防などの関係機関と連携した実効的な避難訓練

等の計画や危機管理マニュアルの見直しを進め

てまいります。

説明は、以上でございます。

○横山特別支援教育課長 特別支援教育課でご

ざいます。資料の７ページを御覧ください。

特別支援学校防災設備整備事業につきまして、

本年度の６月補正予算にて防災関連の整備を行

いましたので、説明をいたします。

（１）にありますとおり、本事業の目的は、

各特別支援学校の障がい種別や実態に応じた設

備を整備することで、被災時の迅速な情報伝達

・避難を行える環境や医療的ケア等が必要な幼

児児童生徒が被災時も継続的な支援が受けられ

る環境を整備することであります。

（２）の事業の内容につきましては、大きく

２つございます。

１つ目は、聴覚特別支援学校の校舎内に情報

表示システムを設置いたしまして、災害時に迅

速な情報伝達を行える環境を整備いたしました。

２つ目は、災害時用備品の購入で、災害時等

でも電源を確保できる非常用電源と、肢体不自

由の児童生徒が地震や津波などの災害の際に階

段を使った避難が迅速にできるように、階段避

難車を整備いたしました。予算につきましては、

大規模災害対策基金による1,521万4,000円であ

ります。

資料の下の段に整備の状況をお示ししており

ます。

情報表示システムにつきましては、聴覚特別

支援学校２校に各１式、非常用電源につきまし

ては、分校１校を含めた13校全ての特別支援学

校に各１台、階段避難車につきましては、肢体

不自由を対象とする特別支援学校９校に各１台、

現時点で全て整備が完了しております。

説明は、以上でございます。

○坂本委員長 執行部の説明が終わりました。

委員の方から御意見、質疑がありましたら、

御発言をお願いいたします。

○佐藤委員 ２の学校における防災に関する取

組状況等について教えてください。

私たちも東日本大震災の被災地を訪問して、

いろいろ感じたことがありましたが、やはり大

事なのは、先生と生徒の防災意識を高め、訓練

等を通じて安全を確保することです。

学校によっては誤った場所に避難をし、子供

たちの命が奪われたというような事例がありま

したよね。そのようなことが起こらないように

するためには、日頃の意識と訓練が大事だと思

います。資料６ページ（４）の今後の取組につ

いて、学校安全への取組や防災訓練計画等の説

明がありましたが、これは学校長の判断により

行うのか、それとも事前に年間の実施回数等が

決められているのでしょうか。

また、先ほど述べた、適切な避難等の判断が

できていれば命を守れたという事例もあると思

うのですが、そのような事例を県で把握してい

るのか教えてください。

○永井人権同和教育課長 学校安全教育の推進

に関してですが、学校保健安全法において、い

わゆる危機管理マニュアルの作成である、学校

安全計画の策定や危険等発生時対処要領の作成

が示されています。

学校においては、学校安全計画を基に、日頃

から、全ての教育活動を通じて安全教育を推進

することになっています。

学校安全の中には、生活安全、交通安全、防

災安全と大きく３つのくくりがあります。本日
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は、その中の防災安全に関して御説明しており、

先ほどお示しした事業を推進し、安全教育の充

実に取り組んでいます。

被災地訪問事業では、平成24年度以降、安全

教育の推進・充実を図るために継続して実施し

ており、参加した児童生徒からは、防災につい

て考えていくことの必要性や大切さについての

意見を多く聞いているところです。

防災訓練に関しては、消防法の規定により、

年１回以上の避難訓練を実施することが示され

ていますので、各学校において、年３回を基本

として避難訓練を実施しているところです。

○佐藤委員 訓練の内容や避難場所の設定は学

校に任せているのでしょうか。県でそのことを

把握されていますか。

○永井人権同和教育課長 避難訓練やその際の

避難場所については、それぞれの学校で必要な

状況を踏まえた計画を立てて実施している状況

です。

また、市町村から指定を受けた避難所となっ

ている学校もあり、そのような学校では、指定

避難所であることを踏まえた対応を行っている

状況ですが、中には市町村の危機管理部局と連

携を取りながら、役割分担等の計画を作成して

実施している学校もあります。

○佐藤委員 分かりました。適切な場所への避

難が行われているということですね。

○武田委員 学校施設の整備状況について、私

立学校においては、耐震化率が95.5％、屋内運

動場のつり天井の耐震化割合が80％ということ

ですが、いつごろまでに耐震化が完了できるの

かを把握していれば教えてください。

○堀みやざき文化振興課長 私立学校のつり天

井の耐震化につきましては、５棟のうち４棟が

対策済みであり、残り１棟の対策がまだ終わっ

ていないところですが、この１棟の状況につい

て改めて確認をしたところ、安全が確認されて

いるため、工事は必要ないものと考えていると

の回答がありました。

しかしながら、今回の能登半島地震を踏まえ、

学校の安全対策の重要性を再認識しましたので、

改めて高い危機意識の下、防災対策を行ってい

くよう、更なる働きかけを行っていきたいと考

えています。

○武田委員 学校施設や吊り天井の耐震化につ

いては、しっかりと対応をしていただくように、

お願いを続けていただきたいと思います。

また、学校施設における避難所の指定状況に

ついて、数多くの学校が避難所に指定されてい

ますが、今回の能登半島地震において避難所の

寒さの問題がありました。宮崎県の場合は、暑

さであったり、台風が来た場合など、どのよう

な状況になっても避難所で過ごすことができる

ように備える必要があります。

学校を避難所にしなければならないというこ

とではないですが、避難所と指定されているの

であれば、そこは教育委員会だけではなく、県

とも協力しながら、学校施設をどのように避難

所として取り扱っていけば良いのかを考えてい

かなければいけません。また、太陽光発電設備

を設置しているとのことですが、避難所の運営

が主目的として設置しているわけではないと思

いますので、おそらく容量も少ないのではない

でしょうか。南海トラフ地震が近いうちに起こ

るという予測がされている中で、しっかりとそ

の点について対応をしていただきたいと思いま

す。

次に避難訓練についてですが、訓練を実施さ

れる中で、実際に学校に泊まって炊き出しをし

たりすると、避難した際に不足するものや不便
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に感じる場面等の課題が見えてくると思うので

すが、避難訓練の中でそのような訓練を取り入

れているのかお聞きします。

○永井人権同和教育課長 学校施設が避難所と

なった場合を想定しての避難訓練の取組につい

てですが、各市町村との間で避難所としての協

定等を結んでいる学校においては、防災かまど

の使用等を避難訓練と併せて実施している学校

もあります。串間市では、福島高等学校が地域

と連携しながら、そのような訓練を実施してい

ます。

○武田委員 教育委員会だけではなく、各市町

村と連携しながら、訓練として地域住民の方々

と共に学校に泊まっていただければと思います。

消費期限が近づいてきた備蓄食料を炊き出しに

使うなどすれば、実践しなければ分からない課

題が見えてくるような気がします。

現在の状況で直近に南海トラフ巨大地震が起

こったら大変なことになるのではないかと感じ

ていますので、不安を少しでも軽減できるよう

な体制を取っていただきたいと思います。

○山下委員 学校施設の耐震化や避難所として

の整備をしっかりと実施していただいているの

だなという思いで説明を伺いました。全国的に

も耐震化というのは進められていると思います

が、今回の能登半島地震の状況をテレビ等で見

ていると想像以上の被害が起こっていました。

もし把握されていれば、能登地域で避難所と

なっている学校施設の被害状況について教えて

ください。

○畑中財務福利課長 避難所となっている学校

施設については、石川県で48校という状況であ

ります。

また、震災による学校施設の被害状況につい

ては、石川県の282校の学校で、校舎の壁のひび

割れやガラスの破損、敷地内の亀裂や隆起等が

起こっているようです。

○山下委員 この質問で何を聞きたかったかと

いうと、学校施設を避難所として指定をして、

そのための耐震化を行っていただいていますが、

能登半島地震の被害によって避難所として使用

することができなかった学校施設があったのか

を調べてほしいと思っているところです。

学校施設を避難所として整備していても、地

震や津波によって、その施設が使えなくなって

しまう可能性もあるわけですから、能登半島地

震を教訓として最大限の耐震化も必要になるで

しょうし、色々な備えはしておくべきですので、

その辺りを把握していただければと思います。

○畑中財務福利課長 非常に貴重な御意見を頂

けたと思っています。

やはり今回の能登半島地震では、被災によっ

て施設が全く機能していないという状況も伺っ

ていますので、そのような状況を把握しながら、

今後の参考とさせていただきたいと考えていま

す。

○山下委員 中山間地域には廃校となった学校

がたくさんありますよね。

小さな集落で暮らしている方々が避難しよう

と思ったら、そのよりどころとして、廃校となっ

た学校施設も活用できるのではないかと思うの

です。その辺りの対応も必要ではないでしょう

か。

例えば、能登半島のインフラが遅れている地

域では今回の震災で孤立集落が発生しました。

そのような地域では、１週間たっても２週間たっ

てもなかなか水や生活物資が届かず、電気も使

えません。

ですから、これだけ中山間地域を多く抱えて

いる宮崎県において、廃校となった学校施設を
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避難所として活用することは、避難所の確保の

観点から大事なことかと思うのですが、このこ

とについての見解を教えてください。

○畑中財務福利課長 先ほどの説明で避難所の

件数を申し上げましたが、その中には、廃校と

なった学校施設は含まれておりません。

ただ、御意見のありましたように、学校施設

の周辺に住んでいる住民の方々にとっては、一

番身近で安全な場所という意味では、廃校となっ

た学校施設を避難所として活用する方法はある

のかもしれません。

基本的に避難所の指定は市町村によって定め

られていますので、市町村や県の危機管理部局

と連携を図りながら、廃校となった学校施設を

避難所として活用することについても協議を進

めていきたいと考えております。

○山下委員 廃校となった学校は県と市町村の

どちらかが管理しているのでしょうか。

○畑中財務福利課長 学校施設の管理について

は、市町村立学校においては市町村教育委員会

の管理、県立学校については県教育委員会の管

理ということになっています。

○山下委員 先ほども述べましたが、今回の能

登半島地震では道路の決壊等によって孤立集落

が数多く発生しており、宮崎県で南海トラフ巨

大地震が起こった場合も、孤立集落が発生する

可能性はとても高いと思います。

ですから、ぜひ市町村とも連携を取りながら

現状をしっかりと確認していただければと思い

ます。廃校となった学校施設は水道や電気の利

用ができなくなっていると思いますので、避難

所として活用できる施設があれば、耐震化であっ

たり、水道や電気等がすぐに利用できるような

備えについて協議を進めていただくようお願い

します。

○安田委員 県立学校の体育館を避難所とする

際のことについてです。

県立学校の体育館の中には、施設内にトイレ

が設置されていないところがあります。施設の

外にトイレが設定されているような体育館です。

台風が接近する際の避難所としては、対策をも

う少し考えていただきたいと思っています。

また、今回の能登半島地震を受けて思ったの

が、避難所ではテント等によるプライバシーを

守るための個人スペースや、女性・子供のため

のスペースの準備が必要ではないかということ

です。特に赤ん坊がいる方は避難所の片隅でお

世話をするのもなかなか難しいと思いますので、

このことについての対応状況をお伺いします。

○畑中財務福利課長 避難所における備蓄品等

については、基本的に各市町村で配備すること

となっており、学校の職員も市町村と連携しな

がら対応しているのが実態かと思います。

プライバシーを守るためのスペース等につい

ても、先ほどの話にもありましたように、危機

管理マニュアル等に基づいて整備されることと

なり、市町村の中で協議しながら進めていく必

要があると思います。

関連した話となりますが、多くの県立学校に

おいては、入学した生徒が、保護者の同意を得

た上で、非常食や飲料水、簡易トイレを購入し

て学校に保管するという自助の取組を行ってお

り、もし緊急的に学校に避難するよう場合は、

それらの常備品を活用できるものと考えており

ます。

○安田委員 各市町村との連携の下でというこ

とでしたが、県立学校を所管しているのは県で

すので、そこはマニュアル化等を行っていただ

き、避難所として利用する際の対応がしっかり

とできるよう備えていただければと思います。
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特に避難所の中で子供が走り回ったりされる

と保護者の方も対応が大変だと思いますので、

別のスペースで遊ばせるなどの対応ができるよ

う、よろしくお願いします。

○山口委員 資料４ページの学校施設の整備状

況等についてお伺いします。

②今後の対策という項目の中で、「県立学校は、

災害時の避難所としての役割を念頭に施設の整

備を行う」という文言がありますが、現状にお

いて、避難所に足りていない設備等の課題の認

識や今後の整備の方針について具体的に教えて

いただけますか。

○畑中財務福利課長 先ほどのご質問にもあり

ました、体育館のトイレについては、洋式化等

の整備を進めているところですが、まだ、整備

が終わっていない体育館もありますので、更な

る整備の推進を図っていきたいと考えています。

また、最近話題となっている体育館へのエア

コン設置については、本県において整備が十分

でないところですので、今回の能登半島地震も

踏まえ、危機管理局と協議を進めながら、対応

を検討していきたいと考えております。

○山口委員 ぜひ進めていただきたいと思いま

す。

別の件での質問となりますが、今回の能登半

島地震の際に、中学校を中心に集団避難が行わ

れています。

宮崎県の地域防災計画を読ませていただいた

ところ、集団避難のことはあまり想定されてい

ないのではないでしょうか。あくまでそれぞれ

の市町村教育委員会が学校施設以外の公共施設

等を利用することが基本的な想定となっている

ように読めました。

今回の震災で、輪島市から金沢市への集団避

難のような、市町村域を超えた集団避難の可能

性が明らかになったと思います。

県では、この集団避難について、防災計画の

中に織り込むなどの検討をされているのかお伺

いします。

併せて、被災時において、この集団避難等を

行うことについての判断を誰が行うのかが分か

れば教えてください。

○永井人権同和教育課長 御指摘をいただいた

集団避難の想定について、市町村域をまたいだ

移動は、計画の中に具体的に盛り込まれている

状況にはありません。

危機管理マニュアルにおいては、事前の対応、

災害発生時の対応、事後の対応という３つの分

野に分けて、それぞれの対応を検討していくこ

とになっています。

この中の、事後の対応において、各学校では、

生徒達をいかに安全に帰宅させるかやスムーズ

な教育活動の展開について、学校長が中心とな

り、市町村の危機管理部局や教育委員会と連携

して対応していくものと捉えています。

市町村域を超えた集団避難を行うことの判断

については、県教育委員会や市町村教育委員会、

関係する危機管理部局との連絡調整や役割分担

等が必要であると考えますので、今後の大きな

課題として認識し、研究していきたいと考えて

います。

○工藤委員 今回、１月１日に能登半島地震が

起こったことに関連して、学校が休みの日に、

学校施設を避難所として利用することや、その

ような場合の地域との連携についてお伺いしま

す。

○永井人権同和教育課長 通常、各学校におい

ては、生徒達がいる際の対応を最優先としたマ

ニュアルの作成等を行っているところですが、

生徒達がいない状況においても、被災した際の
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避難所としての利用について想定しているとこ

ろです。

そのような場合、市町村立学校においては、

市町村の危機管理部局の指示の下で、学校施設

を避難所として運営していくことになります。

避難所として指定されている学校においても、

市町村の危機管理部局と連携して対応するもの

として、マニュアルの作成等を行っているとこ

ろです。

○工藤委員 私自身も避難訓練等に参加させて

いただいていますが、子供達の方が、避難場所

や避難の方法、高齢者への接し方等について、

とても詳しく知っていました。

コミュニティ・スクール等によっては、地域

の子供達を皆さんで守るという取組を進めてい

ると思うのですが、災害時には、逆に子供達か

ら教えてもらう立場になることもあるのではな

いかと思います。

これは提案となりますが、コミュニティ・ス

クールの中で地域と一体となった避難訓練の実

施や避難所での過ごし方等の検討をされる際は、

小学生、中学生、高校生等と共に行っていただ

き、彼らの目を通した意見等を取り入れていた

だけると、地域防災力の向上にもつながると思

いますので、よろしくお願いいたします。

○永井人権同和教育課長 大変貴重な御意見を

いただいたと思っています。

県教育委員会では、セーフティープロモーショ

ンスクールの取組の中で、地域と一体となった

防災訓練や防災計画の見直し等について、今後

も積極的に取り組んでいきたいと考えています

ので、委員からの御意見も踏まえて、しっかり

と対応していきたいと思います。

○佐藤委員 学校施設について、災害時の避難

所としての役割を念頭に整備を行うとのことで

したが、今回、被災した能登半島では水が不足

しており、電気も利用できない状況となってい

ました。

このことから、避難所には水を備蓄するため

のタンクが必要だと思います。タンク車による

供給もできるのでしょうが、道路が寸断によっ

て避難所に近づけなくなることも考えられます

ので。

また、電気については、太陽光発電設備が備

えられているところもあるのでしょうが、それ

でも不足することが想定されるのならば発電機

の設置や、稼働のための燃料等も必要となりま

す。

これらのことについて、今後、検討していく

必要があるのではないかと考えますが、いかが

でしょうか。

○畑中財務福利課長 飲料水や食料等の備蓄に

ついては、市町村による対応になるかと思いま

すので、市町村の危機管理部局との間で、避難

所の設備や備蓄の充実を図るための協議を進め

ていきたいと考えています。

また、先ほど申しましたが、多くの学校で帰

宅困難生徒用として飲料水等の備蓄を行ってい

るところですので、一般の方が避難した際にお

譲りするなどの対応も検討を進めていきたいと

考えています。

○佐藤委員 生徒のための備蓄については先ほ

ど伺いましたが、生徒の数より避難者の方が多

いと思いますので、その備蓄を避難者に回すと

いうのはいかがかなと思います。避難者にも対

応できるだけの準備が必要ではないでしょうか。

南海トラフ巨大地震は近いうちに必ず起こる

と言われているわけですから、特に海沿いの地

域での避難の際の対策について準備をしっかり

していく必要があると思いますので、よろしく
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お願いいたします。

○松本委員 資料５ページの防災に関する取組

状況等についてです。

まず、①学校と地域がつながる安全教育推進

事業について、延岡市がモデル地域となってい

ますが、今後、他の地域でのモデル地区等の取

組を検討されているのかお尋ねします。

○永井人権同和教育課長 このモデル地域につ

いては、毎年、地域を指定しており、今年度は

延岡市で取り組んでいるところです。昨年度は

高鍋町をモデル地区として事業を実施していま

す。

このような防災安全教育の推進校の指定につ

いては、平成24年度から継続して実施しており、

県内の各地域で活動していただけるよう取り組

んできたところです。

今後についても、まだ事業を実施していない

地域を指定させていただき、重点的な事業の実

施に取り組んでいきたいと考えています。

○松本委員 延岡市の状況を見ますと、延岡工

業高校と南中学校が指定されていますが、この

エリアには私立の中高一貫校や小学校もあるか

と思います。地域の方々からすれば、これらの

学校を避難所として利用することを考える方も

多いかと思いますが、このことも含めて、事業

の実施に当たっての地域との連携についてお聞

かせいただけますでしょうか。

○永井人権同和教育課長 この事業については、

指定させていただいた学校と、その周辺地域や

関係機関等で連携して取組を行っていくことと

しており、近隣の私立学校等につきましては、

取組の成果を踏まえて、波及をさせていくこと

としています。

現状では、事業の取組の中で直接的に一堂に

会してというような体制では進めていませんが、

市町村教育委員会の方で、管轄の校区等に対し

て、モデル地区での取組の成果を広めていただ

いているところです。

○松本委員 有事の際に、学校設置者が異なる

という理由でお困りになることがないように備

えることが大事だと思いますので、ぜひ、私立

学校等にもご指導いただくよう、よろしくお願

いいたします。

別件となりますが、資料７ページの特別支援

学校に関する事業についてです。

階段避難車について、該当校において各１台

を整備されているとのことでしたが、生徒数か

らすると、１台では不十分ではないかと疑問を

持ったところです。このことについてお聞かせ

いただけますでしょうか。

○横山特別支援教育課長 御指摘のありました

ように、階段避難車１台では十分ではない学校

もあるかもしれません。

このことから、今後は、学校での使用状況等

を確認しながら、階段避難車の更なる整備が必

要な学校について、整備に向けた取組を進めて

いきたいと考えています。

○坂本委員長 予定の時間が来ているのですが、

ほかにありましたら挙手をお願いします。よろ

しいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂本委員長 それでは、ないようですので、

これで終わりたいと思います。

執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。

今日はありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前10時56分休憩

午前10時58分再開

○坂本委員長 それでは、委員会を再開いたし
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ます。

まずは、協議事項（１）の委員会報告書骨子

（案）についてであります。

事前に配付いたしましたＡ３版の資料を御覧

ください。正副委員長のほうで作成しました委

員会報告書の骨子（案）でございます。

Ⅱ、調査活動の概要が報告書の中心となりま

すが、当委員会のこれまでの活動内容を体系的

に整理して章立てしております。

具体的には、本委員会の調査事項に基づきま

して、１、災害に強い県土づくりについて、２、

南海トラフ巨大地震における取組について、３、

台風等の大規模自然災害における取組について、

４、防災に関する人材の育成等の取組について

の４つの章で構成をし、それぞれ御覧いただい

ておりますように、項目に分けて、調査の内容、

県への提言等について記述することとしており

ます。

詳細につきましては、書記から説明をしても

らいます。唐﨑書記、よろしくお願いいたしま

す。

○唐﨑書記 座ったまま御説明させていただき

ます。

それでは、お配りしておりますＡ３版の防災

減災・県土強靭化対策特別委員会の骨子案を御

覧ください。

まず、左上のローマ数字のⅡ、調査活動の概

要からとなります。

前書きについてですが、これまでの調査項目

設定の経緯等を整理しております。

１つ目の丸ですが、平成23年３月の東日本大

震災を契機に、南海トラフ巨大地震から県民の

方々を守るための計画が策定され、また、今年

度の７月28日に国土強靭化基本計画の改定につ

いて閣議決定がなされ、国土強靭化に関する新

たな指針が示されたところになっております。

次に、２つ目の丸ですが、近年では、本県に

おいても、令和４年に日向灘沖地震や、台風第14

号といった自然災害が発生しており、南海トラ

フ巨大地震への対応を含めて、総合的な防災減

災対策を展開することが求められているところ

です。

３つ目の丸ですが、このことから、先ほど委

員長のほうから御説明いただいた４項目を調査

事項として決定し、今年度、所要の調査活動を

行ってきたところです。

このような書き出しで始めたいと考えており

ます。

次に、各調査事項について４項目を章立てて

整理しております。

まず、左の１、災害に強い県土づくりについ

てです。

（１）では、近年の気候変動や災害の状況と、

そのことに伴う国の計画や県の主なハード整備

について、執行部や県外調査の調査先である内

閣官房国土強靭化推進室の説明を中心に記載を

させていただきたいと考えております。

（２）では、（１）の内容を踏まえた県への提

言を記載しています。

①道路の保全についてでは、災害時に倒木等

によって道路が塞がれたときに備え、道路管理

者や電力管理者との連携によって速やかな障害

物の撤去が図られるよう取り組むこと。

道路が凹凸とならないよう、補修工事だけで

はなく、設計の段階から対策が取れるよう検討

することについて提言します。

次に、②浸水被害の対策についてですが、台

風等の災害によって河川の土砂が堆積した区域

について、予算の確保と、浚渫工事の実施に引

き続き取り組んでいただくこと。
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浚渫工事により発生する土砂への対策として、

土捨場の確保や、公共事業への再利用等も活用

しながら、速やかな撤去に取り組むこと。

砂防ダムや植林による土砂流出防止等、総合

的な対策について、引き続き取り組んでいただ

くことについて提言したいと考えております。

次に、２、南海トラフ巨大地震における取組

についてです。

まず、（１）では、南海トラフ巨大地震の概要

や被害想定について、執行部の説明を中心に記

載します。

次の（２）では、南海トラフ巨大地震への対

策について記載します。

まず、①県の取組についてですが、県の地震

減災計画や避難所等の整備、災害時の医療提供

体制などについて、執行部の説明を中心に記載

します。

次に、②県内外の取組についてですが、県内

調査、県外調査を行った関係機関の取組につい

て記載します。

次の（３）では、東日本大震災の経験に基づ

く大規模地震災害の課題と対策について、参考

人招致の際に元陸上自衛隊の川﨑様からお伺い

した話や、県外調査での東日本大震災・原子力

災害伝承館での調査内容を中心に記載をします。

最後の（４）では、（１）から（３）までの内

容を踏まえた県への提言を記載しています。

①避難所の確保や運営体制の整備についてで

す。

災害関連死を防ぐため、要配慮者への避難対

策や福祉避難所の確保、福祉や衛生管理に配慮

した避難所運営等が図られるよう、市町村での

個別計画等の作成支援や県民への周知、避難訓

練等の実施等について取り組んでいただくこと。

津波避難タワーを必要としながら、設置基準

の関係により整備がかなわない地域について、

設置に向けた取組を進めていただくこと。

次に、②の災害時における医療提供体制の確

保についてです。

災害時に適切な医療の提供が図られるよう、

各災害拠点病院における医師等の確保や保健所

・ＤＭＡＴ等との連携、ドクターヘリの運用等

について取り組んでいただくこと。

災害時の医療提供に係る調整本部の運用や、

患者の受入状況等のシステム活用について、平

素からの訓練実施により、いざというときに効

率的な運用が図られるよう備えていただくこと

について記載したいと考えております。

次に、③防災減災対策における大規模自然災

害経験者の活用についてです。

防災減災対策を講じる上で、大規模地震災害

を経験したり、実際災害対応をされた方の意見

を参考にするなどして、災害対応の実体験を踏

まえた対策を講じるよう取り組んでいただくこ

と。

次に、④後方支援拠点の確保についてです。

災害時における自衛隊等の受入れや支援物資

の保管・輸送のための後方支援拠点のさらなる

確保に取り組んでいただくこと。

次に、⑤支援受入れ等に係る交通手段の確保

についてです。

災害支援の受入れを想定し、災害時に無料で

有料道路を通行できるよう緊急車両登録等の取

組を推進していくこと。

⑥災害廃棄物の処理対策についてです。

災害廃棄物の処理に当たっては、土壌汚染に

つながらないよう、仮置場の選定や設置後の管

理等について、土壌汚染を想定した対策を事前

に定めて取り組んでいただくこと。

⑦津波浸水想定区域の地籍調査についてです。
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津波浸水想定区域における地籍調査の進捗が

遅れている地域について、調査促進を図ってい

ただくこと。

⑧激甚災害等の速やかな指定についてです。

災害発生時における早期の復旧支援を図るた

め、激甚災害等の指定について、速やかな指定

が受けられるよう、市町村と連携しながら、事

前の手続きについて確認と情報共有を行う等し

て備えていただくこと。

最後の⑨災害ボランティアの受入体制につい

てです。

災害ボランティアの受入れがスムーズに進む

よう、市町村と連携しながら、災害時を想定し

た訓練や受入手続の確認等を行っていただくこ

と。

以上の①から⑨について提言します。

次に、３、台風等の大規模地震災害における

取組についてです。

（１）では、台風災害等、南海トラフ巨大地

震以外の大規模自然災害への対策について記載

します。

①県の取組についてです。

水害・土砂災害、山地災害・林道災害のほか、

ため池の対策について、執行部の説明を中心に

記載します。

②県内外の取組についてです。

現地視察を行いました国道327号における台風

災害からの復旧状況や、県内自治体の取組、九

州電力の取組、内閣官房国土強靭化推進室につ

いて説明のありましたハイブリッドダムの展開

について記載します。

（２）では、（１）の内容を踏まえた県への提

言について記載しています。

①大雨等の際のダムの事前放流についてです。

津波被害を防ぐためのダムの事前放流の調整

とともに、地域住民への事前周知等について引

き続き取り組んでいただくこと。

②山地災害対策についてです。

水切り対策が十分でない作業道について、災

害時の被害拡大を防ぐため、管轄する市町村に

対して、林道の適正な維持管理や事業者への指

導の徹底等の対策を講じるよう働きかけていた

だくこと。

災害時の風倒木を防ぐため、森林環境譲与税

を活用した樹木の伐採等について、市町村に対

して周知広報を図り、市町村での取組を促進し

ていただくこと。

③ため池の管理についてです。

ため池管理者の高齢化が進んでいるため、各

監視システムの整備等を推進していただくこと。

廃止されたため池について、台風等の災害時

に土砂の流出等で被害拡大が起こらないよう、

確実かつ速やかに廃止工事を完了していただく

こと。

以上の①から③について提言します。

次に、４、防災における人材育成の取組につ

いてです。

（１）では、防災減災に携わる人材育成の取

組について記載します。

①県の取組についてです。

防災士や消防団員などの活動や防災教育につ

いて、執行部の説明を中心に記載します。

②県内外の取組についてです。

県内調査を行った自治体の取組について記載

します。

（２）では、（１）の内容を踏まえた、県への

提言を記載します。

①人材育成支援についてです。

消防団員の高齢化や人材不足に対応するため、

消防団員の待遇改善のほか、事業所へのインセ
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ンティブ等による消防団活動への支援体制の推

進等について取り組んでいただくこと。

地域の防災力向上のため、防災士育成につい

て引き続き取り組んでいただくとともに、災害

対応において中心的な役割を担う自治体職員や

消防団員の防災士資格の取得の推進に取り組ん

でいただくことについて提言します。

また、先ほど教育委員会と総合政策部から受

けた説明の内容や、その際の質疑、御意見、要

望等につきましても、報告書に反映させていた

だきます。

以上を県の提言として要望したいと考えてお

ります。

最後に、ローマ数字のⅢ、結びでありますが、

それぞれの調査項目での提言を総括するほか、

災害後の速やかな復旧に向けて考慮すべきこと、

また、これまでの特別委員会で出された提言の

成果と併せて、本委員会で出す提言についての

施策展開への期待を示して結びとし、ローマ数

字のⅣ、特別委員会設置等資料として、調査活

動の経過等を整理したいと考えております。

長くなりましたが、説明は以上となります。

○坂本委員長 ありがとうございました。

報告書骨子（案）についての説明は以上であ

りますが、委員の皆様から御意見ございません

でしょうか。

○後藤委員 １、災害に強い県土づくりに関す

ることについて、提言に道路の保全を入れてい

ただいていますが、県土強靱化においては、熊

本県等からの九州中央自動車道を利用した後方

支援も重要であり、東九州自動車道においても

未整備区間が残っていますので、これらの整備

促進を提言に取り入れていただきたいと思いま

す。

○佐藤委員 後藤委員の御意見と関連しての提

案となります。

２、南海トラフ巨大地震における取組につい

ての提言に、後方支援拠点の確保や支援受入れ

等に係る交通手段の確保等を入れていただいて

いますが、この交通手段を確保するためには、

九州中央自動車道の未整備区間を開通させる必

要ですので、このことを提言に入れていただき

たいと思います。

○山下委員 今年度の７月に令和４年台風第14

号災害からの復旧状況の現地視察として国道327

号に行きましたが、その後の台風でまた道路が

崩れたとのことで、やはりもろい県土であると

の思いがしました。

災害を未然に防ぐことも県土強靱化の重要な

取組ですので、徹底した災害防止対策を提言に

入れていただきたいと思います。

○坂本委員長 ただいまの御意見について整理

させていただきますと、今回、国道327号で復旧

工事が行われたにもかかわらず、台風によって、

再び崩壊するような事故が起きてしまったこと

を踏まえ、今後の取組として、もっと根本的な

原因調査を行い、対策を検討してもらいたいと

いう内容でよろしいでしょうか。

○山下委員 そのように提言いただければと思

います。災害からの復旧だけではなく、県土強

靱化としての取組を進めていただきたいです。

○内田委員 ２、南海トラフ巨大地震における

取組について、津波避難タワーについて記載い

ただいていますが、被災地を視察した際に、現

地の方が、津波避難タワーよりも高い山への避

難やそのための避難経路の確保を徹底したほう

がよいというような話をされたことが印象に

残っています。

津波避難タワーの設置も大事ですが、調査を

通して、設置基準等により整備が難しい地域に
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ついては、高台への避難経路を整備することも

必要であると感じましたので、避難経路の確保

の徹底についても提言に入れていただきたいと

思います。

○坂本委員長 ここまで提案いただいた様々な

御意見を踏まえながら、委員会報告書案を作成

してまいりたいと思います。

なお委員会報告書そのものにつきましては、

正副委員長に御一任いただき、案が出来上がり

ましたら、今後の印刷スケジュール等の関係か

ら、個別に御了解いただきたいと考えておりま

すが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂本委員長 それでは、そのような形で進め

させていただきます。

出来上がりました報告書につきましては、ほ

かの２つの特別委員会と合冊して、２月定例会

の最終日に議場で配付することとなりますので、

御了承をお願いいたします。

次に協議事項２の次回委員会についてであり

ます。

次回委員会は２月定例会中の３月12日、火曜

日に開催を予定しております。次回委員会では、

私が行います委員長報告の案について御協議い

ただきたいと思います。

次回の委員会について御意見等ございません

でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂本委員長 特にないようですので、先ほど

申し上げましたとおり、次回委員会では、委員

長報告案について御協議いただくということで

お願いいたします。

最後に協議事項３のその他で委員の皆様から

何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂本委員長 それでは、次回の委員会は、３

月12日、火曜日の午前10時からを予定しており

ますので、よろしくお願いいたします。

以上で本日の委員会を閉会いたします。

午後11時31分閉会
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